
　　　　

令和　7 年 8 月 12 日

8 時 30 分から 17 時 30 分まで

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

事業所名 りはなす多機能型事業所はればれ 支援プログラム 作成日

法人（事業所）理念

「しあわせにこうけん」
一、私たちは「利用者とそのご家族の幸せ」に貢献します
一、私たちは「社員とその家族の幸せ」に貢献します
一、私たちは「地域の幸せ」に貢献します

支援方針
利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを心がけ、自分らしく生きるための支援を行い、安心と笑顔のある毎日を提供します。
地域社会や家庭との結び付きを重視し、行政機関や福祉・医療サービス機関との連携を強化します。利用者の日常生活および社会生活が充実するような環境を整備します。

営業時間 送迎実施の有無 あり

支　援　内　容

本
人
支
援

・毎日の健康観察や清潔の保持を通じて、心身の健康を支援し、医療ケアが必要な方には安全なサポートを提供します。
・睡眠、食事、排泄などのリズムを整え、基本的な生活技能を習得できるよう支援します。
・個々の状態やアレルギーに配慮した食事提供や、楽しく安心して食事できる環境を整えます。また、遊びや学びの場を通じた成長を促進します。

・微細運動と粗大運動をバランスよく支援する環境を整えます。姿勢保持や上肢・下肢の動作改善を図り、関節の拘縮や変形を予防し、筋力の維持・強化を支援します。必要に応じて補助用具や姿勢保持装
　置を活用し、運動・動作の能力を向上させます。さらに、自力での身体移動や歩行器、車椅子による移動能力を支援します。
・視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚など保有する感覚を遊びなどを通じて十分に活用し、五感の刺激を促します。必要に応じて眼鏡や補聴器などの補助器具を使用し、状況把握を助けます。感覚や認知の特性
　に配慮し、環境調整を行いながら感覚の偏りに対応します。また、スヌーズレン療法などで副交感神経を優位にし、心身のリラックスを図ることで、感覚統合と筋緊張の緩和を促します。

・視覚、聴覚、触覚などを活用して必要な情報を収集し、認知機能の発達を促します。タイムタイマーを活用することで、楽しみながら感覚の発達や活動の切り替えを支援します。
・環境から情報を得て選択・行動につなげる認知過程の発達を支援します。認知の偏りやこだわり、偏食への対応を行い、個々に合わせた支援を提供します。
・感覚や認知の特性を考慮し、行動障がいの予防と適切な対応を実施します。

・簡単な挨拶や会話を通じて、円滑なコミュニケーションの基礎を築きます。また、具体的な経験や事物を活用して言語の習得を促進し、受容と表現力のバランスを整えます。
・指差し、身振り、サインなどの非言語的な方法を活用し、意思を伝える能力を支援します。さらに、様々なツールを活用して、特性やニーズに応じた手段を提供します。
・他者との協力的な活動や対話を通じて、コミュニケーションスキルを磨きます。個々の特性に合わせた方法で、社会的なつながりを強化します。

・人と協力する遊びや模倣遊びを通じて、社会性や対人関係を学びます。象徴遊びへの移行も含め、子どもの発達を促します。
・自分の感情や行動を理解し、コントロールできるようにサポートします。例えば、気持ちを言葉で表現する練習やリラックス方法を教えます。
・地域施設や社会見学を通じて、地域や他者とつながる体験を提供します。

主な行事等

・誕生会、音楽会の開催
・地域施設（図書館、公民館、地域開催のお祭りやマルシェ）などへの外出
・季節に合わせた活動（餅つき、花火大会鑑賞、お花見、ひな祭り、七夕など）
・近隣、遠方への外出支援（公園、空港、海、工場見学など）

家族支援
・計画作成時の聞き取り等で保護者の困り感を確認し、家族への支援を実施している。また、送迎の際
に言葉を交わし、些細なことでも情報交換できる関係性構築に努めている。

移行支援
・進学時や他事業所の新規利用時など、当事業所内での様子等を保護者
同意のうえで学校や他事業所、関係する機関へ情報提供を行い、支援を
実施している。

地域支援・地域連携

・他利用施設との連携（児童発達支援/放課後等デイサービス/生活介護）
・保育所などの子育て支援機関・教育機関関係者などとの連携
・医療機関、保健所、児童相談所などの専門機関との連携
・地域支援の体制の構築のための会議への出席
・個別のケース検討のための会議への出席

職員の質の向上

・事業所内研修会
・県・市などの研修会
・その他医療機器取扱業者主催の研修会
・連携医療機関主催の研修会…など


